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1-1 ふじさわサイクルプラン見直しの背景・目的                               

1-1-1 これまでの経過 

 藤沢市では、2014 年（平成 26年）3月に、交通に関する基本的な方針である「藤沢市交通

マスタープラン」の自転車交通に関する部門別計画として、「だれもが安心・快適に自転車利

用ができるまち～ふじさわ～」を将来像とし、「はしる～走行空間整備～」、「とめる～駐輪環

境整備」、「つかう～利用促進～」、「まもる～交通ルールの遵守～」の 4 つの基本方針を定め

た「ふじさわサイクルプラン」を策定しました。 

その後、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時に

おける交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、

自転車の活用の推進に関し、基本理念を定めるなど、自転車の活用を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする自転車活用推進法が 2017 年（平成 29 年）5 月に施行されたことか

ら、2020 年（令和 2 年）11 月に、ふじさわサイクルプランを自転車活用推進法第 11 条に基

づく「藤沢市自転車活用推進計画」として定めています。 

 

1-1-2 見直しの背景と目的 

本市では、シェアサイクルの実証実験が行われるなど、自転車の活用が進む一方、交通事

故発生件数に占める自転車事故の割合に増加傾向が見られるなどの課題が見られます。 

また、昨今の社会情勢の変化等を踏まえるとともに、今後の社会の動向を見据えつつ、持

続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図るため、2021 年（令和 3 年）5 月

に第 2 次自転車活用推進計画が策定されたことを受け、2023 年（令和 5 年）3 月に神奈川県

自転車活用推進計画が改定されました。 

 そして、現行計画の策定から 10年近くが経過する中、交通をとりまく状況は大きく変化し

ており、社会状況の変化に対応した交通施策を実施するため、藤沢市交通マスタープランが

新たに「藤沢市都市交通計画」へと見直されています。  

 この様な状況を受け、現状の課題を踏まえつつ、藤沢市都市交通計画に即した自転車施策

を展開するとともに、自転車活用推進法の理念に基づき自転車の活用を推進することを目的

として、ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）を見直すものです。 
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1-2 ふじさわサイクルプランの位置付け           

ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）は、「藤沢市都市交通計画」の自転

車に関する部門別計画であるとともに、自転車活用推進法第 11 条に基づく市町村自転車活用

推進計画として定めるものです。 

また、本市の自転車施策を総合的に展開していくうえで基本的な方針を定めたもので、「藤

沢市都市交通計画」との整合・連携を図りながら、自転車施策を展開していきます。 

 なお、自転車通行空間整備と駐輪環境整備の実効性をより高めるため、実施スケジュール

を示した「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】」を定めてい

ます。 

 

 

図 「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）」の位置付け 

 

 

1-3 計画期間と区域                         

 ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）の計画期間は、本市の上位計画で

ある「藤沢市都市交通計画」の目標年次である 2040 年（令和 22 年）頃とし、藤沢市全域を

対象とします。 
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2-1 自転車と環境                           

 日本では、2020年（令和 2年）10月に、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする、カーボンニュートラルを目指すことが宣言されました。 

 自家用乗用車は、人ひとりを運ぶのに多くの二酸化炭素を排出するのに比べ、自転車は二

酸化炭素排出量がゼロであり、カーボンニュートラルに寄与する移動手段といえます。 

 

 

図 交通手段別の二酸化炭素排出量の比較 

（旅客輸送機関別の二酸化炭素排出原単位（2019 年度）） 

出典：国土交通省 

 

（参考） 

「排出量を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排

出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにする

ことを意味しています。 

 カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減並びに、吸収作用

の保全及び強化をする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省 脱炭素ポータル 
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2-2 自転車と健康増進（未病改善）                           

自転車は、全身を使う有酸素運動であるため、心肺機能の強化や筋力アップなどに効果が

あるうえ、生活習慣病やロコモティブシンドロームの予防が期待できるともいわれています。 

なお、神奈川県では、「健康長寿」の実現を目指し、「食・運動・社会参加」の 3つを柱とす

る未病改善の取組が進められています。 

軽い負荷をかけた 20 分の自転車利用は、速歩や、水泳の 10 分の運動と同じ程度の運動量

であることから、移動の際の自転車利用でも強度に応じた運動効果が見込まれます。 

  

 

 

 

※エネルギー消費量は、強度（メッツ）×時間（h）×体重（㎏）の式から得られた値から安静時のエネルギー量

を引いたもの。全て 5kcal単位で表示。 

図 身体活動で消費するエネルギー 

出典：厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準 2013」を基に作成 

 

  

普通歩行 速歩 水泳
自転車

（軽い負荷）
ゴルフ

軽い
ジョギング

ランニング テニス
（シングルス）

強度（メッツ） 3.0 4.0 8.0 4.0 3.5 6.0 8.0 7.0

通勤時間 10分 10分 10分 20分 60分 30分 15分 20分

運動量
（メッツ・時）

0.5 0.7 1.3 1.3 3.5 3 2 2.3

50㎏の場合 20 25 60 55 130 130 90 105

60㎏の場合 20 30 75 65 155 155 110 125

70㎏の場合 25 35 85 75 185 185 130 145

80㎏の場合 30 40 100 85 210 210 145 170

体重別エネルギー消費量（単位：kcal）
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（参考） 

 

◆未病とは 

神奈川県では、心身の状態を健康と病気の二分論の概念で捉えるのではなく、「健康」と「病

気」の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過程を表す概念を「未病」

としています。 

日常の生活において、「未病改善」により、心身をより健康な状態に近づけていくことが重

要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 未病の概念と改善の取組 

 出典：神奈川県 HP（未病について（健康寿命の延伸に向けた取組）） 

 

 

 

◆ロコモティブシンドロームとは 

 

 骨や関節、筋肉などの運動器の病気や衰えにより、要介護になるリスクの高い状態のこと

を言います。 

 骨や筋肉は適度な運動で刺激を与え、適切な栄養を摂ることで強く丈夫に維持されます。

ロコモティブシンドロームの予防には、若いうちから運動習慣をつけておくことが大切です。 
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2-3 災害時の自転車の活用                           

 自転車は災害時において機動的であるという特性があるとされています。東日本大震災な

ど近年の大規模災害において、交通遮断やガソリン不足の状況下等における移動手段として

活用されるなど、災害時の移動手段として重要な役割を担っています。 

 

 

■パトロール車への小径車の搭載状況       ■自転車パトロール訓練の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路管理における緊急点検用自転車の配備（国土交通省） 

出典：国土交通省「第 1回自転車の活用推進に向けた有識者会議 配布資料」 
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第３章 自転車に関する現状 
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3-1 国の動向                      

3-1-1 自転車活用推進法の施行 

 2017年（平成 29年）5月に、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とし

た「自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号）」が施行されました。その中で、市町村は

当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよ

うに努めなければならないとされています。 

 

 

図 自転車活用推進法の概要 

出典：国土交通省資料 
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3-1-2 自転車活用推進計画 

（1）自転車活用推進計画の策定 

国は、2018年（平成 30年）6月に、自転車活用推進法の基本理念に加え、国の責務等を明

らかにし、自転車の活用の推進に関する総合的かつ計画的な推進を図るため、自転車活用推

進法第 9 条に基づき、自転車の活用の推進に関して基本となる計画として「自転車活用推進

計画」を策定しました。 

 

■自転車の活用の推進に関する目標及び実施すべき施策 

目標１ 

自転車交通の役割拡大による

良好な都市環境の形成 

１．自転車通行空間の計画的な整備の促進 

２．路外駐車場の整備や違法駐車取締りの推進等による自転車通

行空間の確保 

３．シェアサイクルの普及促進 

４．地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備推進 

５．自転車のＩｏＴ化の促進 

６．生活道路での通過交通の抑制や無電柱化と合わせた自転車通

行空間の整備 

目標２ 

サイクルスポーツの振興等に

よる活力ある健康長寿社会の

実現 

７．国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進 

８．公道や公園等の活用による安全に自転車に乗れる環境の創出 

９．自転車を利用した健康づくりに関する広報啓発の推進 

10．自転車通勤の促進 

目標３ 

サイクルツーリズムの推進に

よる観光立国の実現 

11．国際会議や国際的なサイクリング大会等の誘致 

12．走行環境整備や受入環境整備等による世界に誇るサイクリン

グ環境の創出 

目標４ 

自転車事故のない安全で安心

な社会の実現 

13．高い安全性を備えた自転車の普及促進 

14．自転車の点検整備を促進するための広報啓発等の促進 

15．交通安全意識の向上に資する広報啓発活動や指導・取締りの

重点的な実施 

16．学校における交通安全教室の開催等の推進。 

17．自転車通行空間の計画的な整備の促進（再掲） 

18．災害時における自転車の活用の推進 
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（2）自転車活用推進計画の改定 

 自転車活用推進計画の策定後、2019年（令和元年）12月初旬に確認された新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大による生活様式・交通行動の変容や情報通信技術の発展など、自転車

を巡る社会情勢は大きく変化しています。 

これらの社会情勢の変化等を踏まえるとともに、今後の社会の動向を見据えつつ、2021年

（令和 3年）5月に第 2次自転車活用推進計画が策定されました。 

 

 

図 第 1次計画からの社会情勢の変化等 

※出典：国土交通省資料（一部加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 第 2次自転車活用推進計画における第 1次計画からの主な強化措置  

■コロナ禍における
生活様式・交通行動の変容

○通勤・配達目的等の自転車利用の
ニーズが高まっている。

■情報通信技術の発展 ■高齢化等も踏まえた「安全・安心」

○交通分野でもデジタル化が更に進
展する可能性。（複数の交通モー
ドやまちづくりとの連携等）

○ 健康や生きがいの観点から、高齢
者、障害者等にも対応した様々な自
転車の普及を更に進める必要。

○ 配達目的等での自転車利用者が増
加する中、危険な運転を防止するな
ど、安全の確保が課題。

○ 自転車対歩行者の高額賠償事故が
発生。一方、保険加入促進について、
都道府県等の取組も進展。

■脱炭素社会の実現に向けた動き

○2050 年までに温室効果ガスの排
出を全体としてゼロにするカーボ
ンニュートラル、脱炭素社会の実
現を目指している我が国おいて、
地球温暖化対策は喫緊の課題。

○地球温暖化対策等では、短中距離
の自家用車利用を公共交通機関の
利用との組合せを含めた自転車の
利用へ転換することが必要である。

■新たな低速小型モビリティの登場
（自転車通行空間への影響）

○新たな低速小型モビリティの登場
が、今後、自転車通行空間にも影
響する可能性がある。

■コロナ禍における 

生活様式・交通行動の変容 
■情報通信技術の発展 ■高齢化等も踏まえた「安全・安心」 

○通勤・配達目的等の自転車利用の 

ニーズが高まっている 

○交通分野でもデジタル化が更に進展す
る可能性。（複数の交通モードやまち
づくりとの連携等） 

○健康や生きがいの観点から、高齢者、

障がい者等にも対応した様々な自転車
の普及を更に進める必要。 

○配達目的等での自転車利用者が増加す

る中、危険な運転を防止するなど、安
全の確保が課題。 

○自転車対歩行者の高額賠償事故が発

生。一方、保険加入促進について、都
道府県等の取組も進展。 

■脱炭素社会の実現に向けた動き 
■新たな低速小型モビリティの登場 
 （自転車通行空間への影響） 

○2050 年までに温室効果ガスの排出を
全体としてゼロにするカーボンニュー
トラル、脱炭素社会の実現を目指して

いる我が国において、地球温暖化対策
は喫緊の課題。 

○地球温暖化対策等では、短中距離の自

家用車利用を公共交通機関の利用との
組合せを含めた自転車の利用へ転換す
ることが必要である。 

○新たな低速小型モビリティの登場が、

今後、自転車通行空間にも影響する可
能性がある。 

都内の自転車通勤者のうち、 

4 人に 1 人がコロナ流行後に 

自転車通勤を開始 
 
（au 損害保険㈱ 

R2.7 アンケート調査より） 
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3-1-3 道路交通法の改正 

道路交通法の改正により、2023 年（令和 5 年）4 月 1 日から自転車の運転者は、乗車用ヘ

ルメットを着用するよう努めるとともに、他人を自転車に乗車させる時は、乗車用ヘルメッ

トを着用するよう努めなければならないとして、全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの

着用が努力義務となりました。 

また、2023 年（令和 5 年）7 月 1 日には、道路交通法の一部を改正する法律（令和 4 年法

律第 32号）のうち、特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の交通方法等に関する

規定が施行されました。 

これに伴い、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キ

ックボード等は、特定小型原動機付自転車として、通行する場所が自転車と同様となるなど、

新たな交通ルールが適用されました。 

 
注１ 電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一

般原動機付自転車」（特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車）は、従来の原動機付自転車と同じ交

通ルールが適用されることとなります。 

出典：警視庁ホームページ 

 

特定小型原動機付自転車の通行場所は、車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、

車道を通行しなければなりません（自転車道も通行することができます）。 

また、特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとさ

れているとき（「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等）は、

その歩道を通行することが可能となります。  
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3-1-4 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の見直し 

 国土交通省・警察庁は、自転車通行空間として重要な路線を対象とした面的な自転車ネッ

トワーク計画の作成方法や、交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離され

た空間整備のための自転車通行空間の設計の考え方等を提示した「安全で快適な自転車利用

環境創出ガイドライン」の見直しを 2016年（平成 28年）7月に行いました。主な改定内容は

次の通りで、自転車通行空間の整備として暫定形態の積極的な活用などの見直しが行われま

した。 

 

＜主なガイドライン改定内容＞ 

・ 段階的な計画策定方法の導入 

・ 暫定形態の積極的な活用 

・ 路面表示の仕様の標準化 

・ 自転車道は一方通行を基本とする考え方の導入 等 

 

 

出典：国土交通省「別添：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの一部改定について」 
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3-2 神奈川県の動向                         

3-2-1 神奈川県自転車活用推進計画 

 神奈川県自転車活用推進計画は、自転車活用推進法に基づく都道府県自転車活用推進計画

であり、神奈川県の実情に応じた自転車の活用に関する施策を総合的に進める指針として位

置付けるもので、2020 年（令和 2 年）3 月に策定されました。同計画では、現状を踏まえた

課題から、4つの目標を定めています。 

 

  【神奈川県自転車活用推進計画における４つの目標】 

    １．自転車を快適に利用できる環境の整備 

    ２．自転車活用を通じた未病改善の推進 

    ３．観光・サイクルスポーツの振興による地域の活性化 

    ４．自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

 

 また、国の計画の改定や、その後の状況変化に的確に対応するため、2023 年（令和 5 年）

3月に計画が改定されました。 

 

なお、「神奈川県自転車活用推進計画」は、国の計画を勘案し、SDGs（持続可能な開発目標）

の理念と軌を一にする「かながわグランドデザイン」等の既存計画や、未病の改善、脱炭素

社会の実現などの神奈川県の重要施策との整合を図り、「いのち輝くマグネット神奈川」の実

現を目指して、通勤・通学、レジャー・スポーツなど様々なシーンにおける自転車利用者等

の目線を大切にしながら、本県の実情に応じた自転車の活用に関する施策を総合的に進める

指針として位置付けられています。 

 

 
出典：神奈川県自転車活用推進計画 
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3-2-2 県の条例（神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例）の施行 

 神奈川県では、自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故

加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任

保険等の加入の義務化を柱とした条例が 2019年（平成 31年）4月に施行されています。 

 

【内容】 

（1）自転車の安全適正利用のための取組み 

県、県民、自転車利用者等の責務や取組みについて規定する。 

ア 県による総合的な施策の策定・実施と県民等への情報の提供・支援 

イ 県の施策に対する県民、事業者、交通安全団体の協力 

ウ 自転車利用者による自転車安全利用の実施 

 

（2） 交通安全教育の実施 

学校、家庭等における交通安全教育について規定する。 

ア 学校における交通安全教育、指導・啓発 

イ 自転車通勤の従業員に対する自転車安全利用の教育・啓発 

ウ 幼児、児童及び高齢者へのヘルメット等の着用 

 

（3） 自転車損害賠償責任保険等の加入義務化 

自転車利用者等に自転車損害賠償責任保険等の加入を義務付けるとともに、自転車小

売店や学校における加入の確認について規定する。 

ア 自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者の保険加入義務 

イ 自転車小売等業者による自転車購入者等の保険加入の確認 

ウ 学校における自転車通学者の保険加入の確認 
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3-3 藤沢市の自転車に関する現状                      

3-3-1 藤沢市における自転車利用状況 

（1）藤沢市内における代表交通手段分担率 

 第 6回東京都市圏パーソントリップ調査の結果では、藤沢市の自転車の分担率は 14.4％で

あり、神奈川県全体に比べて４ポイント高く、この 10 年間で 0.5 ポイント増加しています。 

 

 

図 代表交通手段別分担率 

 

図 代表交通手段別分担率の推移 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 
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地域別の自転車分担率をみると、南部地域が 15.8%、北部地域が 12.3％であり、比較的平

坦な地形となっている南部地域の方が、自転車分担率が高い傾向がみられます。 

地区別にみると、鵠沼地区、辻堂地区、明治地区で自転車の分担率が高くなっています。 

 

 

図 13地区別代表交通手段別分担率 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 
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（2）自転車利用者（代表交通手段）の性年齢階層別構成比 

自転車利用者の年齢階層をみると、男性は 15～19 歳、女性は 30～40 歳代の利用が多くみ

られます。 

 

 

図 自転車利用者の性年齢階層構成比（代表交通手段） 

※藤沢市内、神奈川県内を出発地もしくは到着地とする自転車利用者（代表交通手段）の性年齢構成比 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 
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（3）藤沢市内における自転車利用の目的 

目的別の自転車分担率をみると、「自宅-私事」での自転車分担率が高い傾向がみられます。

また、この 10 年間の変化をみると、「自宅-勤務」「自宅-通学」で自転車分担率の増加が見

られます。 

また、自転車利用者の目的構成比は、「自宅-私事」が最も多く、「自宅-勤務」が続きます。 

 

図 目的別代表交通手段別分担率の推移 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 

 

図 自転車利用者の目的構成比 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査  
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（4）地区間での自転車利用（代表交通手段） 

本市の自転車利用をみると、市内での自転車利用が約 8 割を占めます。また、主な市外と

の流動は茅ヶ崎市、鎌倉市となっています。 

市内の自転車利用は、自地区内での内々トリップとしての利用が多い傾向がみられます。

また、地区間での自転車利用をみると、「藤沢⇔鵠沼地区」「辻堂⇔鵠沼地区」「湘南台⇔六会

地区」間での利用が多くみられます。 

 

 

図 地域間自転車トリップ構成比（代表交通手段） 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 

 

表 代表交通手段の地区別ＯＤ 

 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 
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（5）藤沢市での自転車の移動距離 

 市内の自転車利用距離をみると、2km 以内（直線距離）の移動が約 75％を占めるなど、近

距離での移動が多くなっています。 

 

 

図 自転車利用距離帯別構成比（藤沢市内） 

※第 6 回東京都市圏ＰＴ調査結果より集計（代表交通手段と端末交通手段を対象とし、代表交通手段は所要時間

から、端末交通手段は目的地・出発地と駅までの距離から集計） 
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（6）鉄道駅までの交通手段 

鉄道駅まで（から）の移動をみると、藤沢市内の駅端末交通手段としての自転車の分担率

は、この 10年で 6.8％から 7.4％と微増しています。 

駅別では辻堂駅、藤沢駅での利用が多く、自転車トリップ数も増加しています。地区別で

は鵠沼地区、明治地区、長後地区での利用が多くみられます。 

 

 

図 駅端末交通手分担率の比較 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 
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図 駅別端末自転車交通量（主要駅） 

 

図 駅別端末自転車交通量（地区） 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 

 ※「駅別端末自転車交通量（主要駅）」は駅まで（駅から）の自転車トリップ量を駅ごとに集計したもの 

 ※「駅別端末自転車交通量（地区）」は駅まで（駅から）の自転車トリップ量を地区別（駅までの自転車トリッ

プの出発地、駅からの自転車トリップの目的地）に集計したもの 
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3-3-2 自転車利用に関する市民意識 

（1） 満足度 

「交通に関する市民意識調査」において、「自転車の走りやすさ」「自転車の駐輪施設の場

所や設備」について「満足」「やや満足」と回答した割合は他の項目に比べ低く、満足度が低

い傾向にあります。 

また、前年度の調査に比べ満足度が低下しています。 

 

図 満足度 

出典：令和４年度「交通に関する市民意識調査」 

 

（参考）2022（令和 4）年度「交通に関する市民意識調査」の概要 

「交通に関する市民意識調査」は、2015年（平成 27年）から毎年、市民の交通に関する市民

意識を把握するために実施しているものです。 

１．調査対象 ・15歳以上の藤沢市民 3,550 名を完全無作為で抽出 

２．調査期間 ・2022年（令和 4年）11～12 月 

３．調査方法 ・郵送送付、回答は紙回答かＷＥＢ回答のいずれかを選択 

４．設問項目 ・回答者の属性 

・免許・自動車及び自転車の保有状況 

・外出頻度 

・出勤、買い物の状況 

・交通に関する満足度 

・買い物等の移動先   など 

５．回答結果 ・アンケートの回収率は 37.0％。 

・回答者の属性・年齢構成は、本市における年齢構成と類似した構成となっ

ている 
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「交通に関する市民意識調査」の自由意見の分析から「自転車の駐輪施設の場所や設備」

に関して不満である理由を分析すると、藤沢駅・辻堂駅・湘南台駅周辺では、通勤や買い物

など様々な目的で自転車が利用されていますが、「駐輪場が少ない」といった駅周辺の駐輪環

境への不満があると考えられます。 

また、電動アシスト自転車や幼児 2 人同乗用自転車など、幅があり重量がある自転車の駐

輪に関する不満があると考えられます。 

 

 

図 共起ネットワーク（市内の自転車の駐輪施設の場所や設備について） 

出典：令和 4年度「交通に関する市民意識調査」 

 

 

  

※円が大きいほど
単語の出現回数が多い
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（2） 市民が重要だと考える施策 

「交通に関する市民意識調査」では、「自転車の走りやすさ」「自転車の駐輪施設の場所や

設備」ともに、比較的重要な施策と考えられています。しかしながら、2つの項目ともに満足

度が低い傾向がみられます。 

 

  

図 市民が重要だと考える施策 

出典：令和４年度「交通に関する市民意識調査」 

 

図 重要度×満足度 

出典：令和４年度「交通に関する市民意識調査」 
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（3） 満足度と自転車利用割合の比較 

自転車利用割合が高い地区の「自転車の走りやすさ」と「自転車の駐輪施設の場所や設備」

についての満足度に関し、不満の割合が高い地区がみられます。 

 

表 満足度と自転車利用割合との比較 

 

※自転車保有状況、自転車通行空間の満足度、駐輪場の満足度は令和４年度「交通に関する市民意識調査」結果 

※自転車利用割合は第 6回東京都市圏パーソントリップ調査結果（代表交通手段分担率） 

 

 

  

台数
（台/世帯）

電動アシスト車
割合

満足 不満 満足 不満

長後地区 1.30 32.0% 10.3% 60.3% 12.3% 34% 16.4%

湘南台地区 1.19 25.6% 23.1% 44.2% 13.0% 50% 12.3%

六会地区 1.40 27.7% 9.9% 50.6% 13.4% 48% 11.3%

善行地区 1.08 27.9% 10.0% 56.7% 11.8% 41% 9.9%

藤沢地区 1.05 26.3% 9.1% 60.9% 19.4% 47% 10.8%

村岡地区 1.47 29.6% 10.9% 54.7% 12.1% 52% 15.5%

片瀬地区 1.79 25.4% 10.0% 38.0% 4.3% 67% 12.5%

鵠沼地区 1.84 14.9% 15.8% 48.9% 4.0% 74% 17.1%

辻堂地区 2.14 14.2% 14.8% 48.1% 13.3% 54% 21.4%

明治地区 1.56 16.7% 10.9% 57.8% 17.5% 53% 17.2%

湘南大庭地区 1.15 36.2% 7.7% 41.0% 8.3% 31% 13.6%

遠藤地区 1.20 34.5% 10.8% 45.9% 15.6% 47% 12.4%

御所見地区 1.36 21.7% 3.4% 69.0% 4.3% 30% 10.2%

合計 1.45 23.4% 11.9% 52.2% 11.6% 51% 14.4%

満足度
自転車保有状況

自転車利用割合
自転車の走りやすさ 自転車の駐輪場所や設備
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（参考）自転車の車種別販売台数 

2007年（平成 19 年）以降の自転車の車種別販売数・金額の推移をみると、電動アシスト車

の販売台数・金額ともに増加傾向である一方で、軽快車、その他自転車（マウンテンバイク

やミニサイクル、子供車など）については販売台数・金額ともに減少傾向がみられます。 

 

 

図 車種別販売台数・金額の推移 

出典：経済産業省「生産動態統計」 
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 電動アシスト車の販売数量は年々増加し、2022年（令和 4年）の販売数量に占める割合は

5割に達しています。 

同じく幼児 2人同乗基準適合車マーク交付枚数も年々増加し、10年間で 2倍程度増加して

います。 

 

図 電動アシスト車の販売数量（全国） 

出典：経済産業省「生産動態統計」 

 

 

 

図 幼児 2人同乗基準適合車マーク交付状況（全国） 

出典：消費者安全調査委員会「消費者安全法第 23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 幼児同乗中の

電動アシスト自転車の事故」 
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3-4 藤沢市の地形                      

藤沢市の地形は、相模野台地を境に南部と北部の地域に大きく分けることができます。 

13 地区を自転車利用の面から見ると、南部地域は、片瀬、鵠沼、辻堂、村岡、藤沢、明治

地区の 6地区となり、北部地域は、善行、湘南大庭、六会、湘南台、長後、遠藤、御所見地区

の 7地区となります。 

南部地域は、鎌倉連山の縁辺部以外は、比較的平坦な地形となっています。北部地域では南

北方向を縦断する形で引地川、境川が流れており、A-A’断面にあるように東西方向の河岸段

丘では高低差がある地形と平坦地により形成されています。 

藤沢市の自転車利用を考える上でも、南部地域、北部地域の地形を踏まえて検討していく

必要があります。 

 

 

図 藤沢市の地形 
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3-5 自転車通行空間整備の現状                      

（1）自転車ネットワーク路線 

藤沢市では、自転車・ひと・自動車が安全・快適に走行できる環境の創出に向け、自転車利

用実態や都市計画道路の整備状況などを踏まえ、将来を見据えた自転車ネットワーク路線を

設定し、自転車通行空間の整備を進めてきました。 

また、特に自転車利用が多い藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅、長後駅の 4 駅を重点に自転車走

行空間エリアを設定し、鉄道駅周辺の自転車通行空間の整備を進めてきました。 

 

■将来的な自転車ネットワーク路線（当初計画） 
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当初計画で「将来的な自転車ネットワーク路線」に位置付けた路線等について、自転車専

用通行帯や矢羽根による通行空間整備を進めています。 

また、鉄道駅周辺の自転車通行空間づくりとして、藤沢駅及び辻堂駅周辺において、左側

通行を促すピクトグラムの設置や駅中心部での押し歩きを促す標示などの設置を進めていま

す。 

 

〈主な取組〉 

将来ネットワーク路線の整備 

（自転車専用通行帯による整備） 

 

鉄道駅周辺の自転車通行空間づくり 

（左側通行を促すピクトグラムの設置） 
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3-6 駐輪環境整備の現状                      

（1）駐輪施設の利用状況 

鉄道駅周辺を中心に、新たな駐輪施設の整備を進めるとともに、既存駐輪施設の利用環境

の向上として、無料駐輪場の統廃合や設備の機械化を進めてきました。 

 

（主な取組） 

新たな駐輪スペースの確保 

（湘南台駅東口路上第 1自転車駐車場） 

 

既存駐輪施設の利用環境の向上 

（長後駅西口自転車等駐車場） 

 

 

 

 

出典：藤沢市 

図 2023年度（令和 5年度）用自転車等駐車場需給バランス 
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（2）放置自転車の状況 

 藤沢市では、「藤沢市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、市内 9駅周辺で自転車

等の放置禁止区域を指定しています。 

 

●藤沢駅周辺 ●辻堂駅周辺 ●長後駅周辺 ●湘南台駅周辺 ●六会日大前駅周辺 

●善行駅周辺 ●藤沢本町駅周辺 ●鵠沼海岸駅周辺 ●片瀬江ノ島駅周辺 

 

  

  

  

出典：藤沢市 

図 自転車等の放置禁止区域（藤沢駅周辺・辻堂駅周辺・湘南台駅周辺・長後駅周辺） 
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（3）民間駐輪施設への施策 

①民間駐輪施設への補助制度 

  藤沢市では、民間駐輪施設の設置に際して、「藤沢市自転車等駐車場設置事業補助金交付

要綱」に基づき、設置費用の一部を補助する制度を設けています。 

 

 

②民間開発に対する駐輪施設設置基準 

  藤沢市では、「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」の第 40 条に基

づき、一定の建築物などに対し、駐輪施設の設置を義務づけています。 
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3-7 自転車の利用促進                      

（1）太平洋岸自転車道のナショナルサイクルルートへの指定 

自転車は、乗ることそのものを楽しんだり、サイクリングなどで沿線の魅力を楽しむこと

などができます。ナショナルサイクルート（NCR）は、優れた観光資源を走行環境や休憩・宿

泊機能、情報発信など様々な取組を連携させたサイクルツーリズムの推進により、日本にお

ける新たな観光価値を創造し、地域の創生を図るため、ソフト・ハード両面から一定の水準

を満たすルートを国が指定するものです。 

 2021 年（令和 3 年）5 月に千葉県銚子市から神奈川県、静岡県、愛知県、三重県の各太平

洋岸沿いを走り、和歌山県和歌山市に至る延長 1,487km の自転車道である太平洋岸自転車道

がＮＣＲとして指定されました。 

 

 

図 太平洋岸自転車道 

出典：国土交通省、中部地方整備局資料 

 

（2）湘南地域におけるシェアサイクルの実証実験事業 

2019 年（令和元年）8 月から、湘南地域の

自転車を活用した周遊観光の促進のため、藤

沢市を含む湘南地域の 4 市 3 町でシェアサイ

クルの実証実験（湘南地域シェアサイクル広

域周遊観光実証実験事業）を実施しています。 

 

 

図 ポートの様子 
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（3）サイクルアンドバスライド施設の整備 

まちなかへの自動車の流入を抑制し、公共交通の利用を促進するため、市内 4 箇所にサイ

クルアンドバスライド用の駐輪場を整備しています。 

 

 

図 サイクルアンドバスライド（C&BR）施設設置場所 

 

表 設置場所一覧 

 

  

長後駅

湘南台駅

④用田バス停Ｃ＆ＢＲ

③湘南ライフタウンバス停Ｃ＆ＢＲ

②矢尻バス停Ｃ＆ＢＲ

①宮原南バス停Ｃ＆ＢＲ

収容台数 主な行先

①
宮原南バス停
サイクルアンドバスライド施設

10台
（平置き）

湘南台西口　綾瀬車庫

②
矢尻バス停
サイクルアンドバスライド施設

37台
（平置き、ラック式）

湘南台西口・東口　辻堂駅北口

③
湘南ライフタウンバス停
サイクルアンドバスライド施設

20台
（ラック式）

湘南台駅西口・東口　辻堂駅北口　
藤沢駅北口　茅ヶ崎駅

④
用田バス停
サイクルアンドバスライド施設

53台
（平置き）

長後駅西口　湘南台駅西口　辻堂
駅北口　海老名駅東口

施設名
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3-8 自転車のルール・マナー                      

3-8-1 自転車事故の状況 

（1）自転車事故の推移 

2021 年（令和 3 年）の自転車事故の発生件数は、2013 年（平成 25 年）に比べ減少傾向に

ありますが、全事故発生件数に占める割合には増加傾向が見られます。また、本市の人口 1万

人当たりの自転車事故件数は県平均より高く 7.05件となっており、自転車事故の削減が課題

となっています。 

 

図 自転車事故件数と割合の推移 

出典：藤沢市の交通事故統計 

表 市区町村別自転車関係事故発生状況（令和３年中） 

 

※人口 10,000人あたりの自転車事故件数の順に表示（上位 15市区町村を掲載） 

※人口は令和 3年 12月現在 

出典：神奈川県くらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課（事故件数）   

466

381 365
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316

373

266
311

360
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29.1%

26.7%

30.8%

26.9%

30.8%
32.8%

0.0%
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

200

400
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800

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

自転車事故件数 自転車事故件数の割合

発
生
件
数
（
件
）

自
転
車
事
故
が
占
め
る
割
合
（
％
）

1 平 塚 市 860 321 37.3% 257,689 12.46

2 中 央 区 811 288 35.5% 273,937 10.51

3 南区（相模原市） 813 285 35.1% 282,368 10.09

4 寒 川 町 143 49 34.3% 48,550 10.09

5 川 崎 区 519 212 40.8% 230,901 9.18

6 瀬 谷 区 375 110 29.3% 122,056 9.01

7 大 和 市 716 205 28.6% 241,400 8.49

8 小 田 原 市 600 154 25.7% 188,074 8.19

9 座 間 市 334 105 31.4% 132,202 7.94

10 茅 ヶ 崎 市 492 193 39.2% 243,685 7.92

11 緑区（相模原市） 492 130 26.4% 169,549 7.67

12 多 摩 区 464 170 36.6% 223,372 7.61

13 綾 瀬 市 265 59 22.3% 83,319 7.08

14 金 沢 区 563 140 24.9% 197,796 7.08

15 藤 沢 市 1,009 311 30.8% 441,423 7.05

－ 神 奈 川 県 計 21,660 5,438 25.1% 9,233,647 5.89

発生事故件数 全事故に
自転車事故が
占める割合

人口
人口10,000人

当たりの
自転車事故件数全事故 自転車事故
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（2）自転車事故の発生箇所 

自転車事故の発生箇所をみると、交差点で多く発生しており、全体の約 7 割を占めます。

また事故類型をみると、出会い頭や右左折時の事故が多く発生しています。 

 

図 自転車事故の発生箇所別構成比 

（2019年（令和元年）～2021 年（令和 3年）発生事故） 

 

出典：警察庁ウェブサイト(交通事故統計情報のオープンデータを元に集計) 

※2019年（令和元年）～2021年（令和 3年）の事故データを対象に集計 

※第 1当事者、第 2当事者が自転車の事故を対象に集計 

 

表 自転車の事故類型別発生状況（2022年（令和 4 年）発生事故）

 

出典：2022年（令和 4年） 藤沢市内の交通事故統計（藤沢市）  
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（3）自転車事故の当事者 

 自転車事故の約 8 割が自動車との事故となっています。また事故にあった自転車利用者の

年齢に着目すると、自転車事故は若年層の占める割合が高くなっています。 

 

 

図 藤沢市内での自転車事故の当事者構成比 

（2019年（令和元年）～2021 年（令和 3年）発生事故） 

 

図 藤沢市内での自転車事故の年齢構成比 

（2019年（令和元年）～2021 年（令和 3年）発生事故） 

出典：警察庁ウェブサイト(交通事故統計情報のオープンデータを元に集計) 

 ※2019年（令和元年）～2021年（令和 3年）の事故データを対象に集計 

 ※第 1当事者、第 2当事者が自転車の事故を対象に集計 
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3-8-2 自転車利用のルールやマナーの啓発状況 

コロナ禍以前は毎年 2 万人以上を対象に交通安全教室を実施してきましたが、コロナ禍に

おいて受講者数及び開催数ともに減少傾向が見られます。 

また、全国的に自転車の交通指導取締りの検挙件数が増加し、2020年（令和 2年）は過去

最高となっています。 

 
図 交通安全教室の受講者数の推移 

 

 

図 自転車の交通指導取締りの検挙件数（全国）の推移 

出典：警察庁資料「自転車の交通指導取締り状況」 
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4-1 自転車利用の現状と課題                  

 本市では、2014 年（平成 26 年）3 月にふじさわサイクルプランを策定し、「はしる～走行

空間整備～」「とめる～駐輪環境整備」「つかう～利用促進～」「まもる～交通ルールの遵守～」

の 4 つの基本方針に基づき自転車施策を展開してきましたが、自転車利用の現状と課題は次

のとおりです。 

 

■「通行空間整備」から見た現状と課題 

現状等 

◇自転車通行空間に関する現状 

・2020年度（令和 2年度）に、施策の実効性をより高めるため、自転車通行空間整備につ

いての実施スケジュールを示した「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計

画）【実施計画】」を策定し、自転車通行空間の整備を進めています。 

・鉄道駅周辺の自転車通行空間整備は、藤沢駅及び辻堂駅周辺について、「鉄道駅周辺自転

車走行空間整備計画」を策定しています。引き続き他の自転車交通量が多い鉄道駅周辺

（湘南台駅、長後駅）の整備計画の策定を検討しています。 

・神奈川県自転車活用推進計画では、自転車の活用を図るには、自転車通行空間の整備を

進める必要があるとされています。 

・「自転車の走りやすさ」に関する満足度については、計画当初からは向上しているが、2022

年度（令和 4 年度）の「交通に関する市民意識調査」では、前年度に比べ満足度の低下

がみられます 

◇自転車事故に関する現状 

・全事故発生件数に占める自転車事故の割合に増加傾向が見られます。また人口 1 万人当

たりの自転車事故件数は、2021年（令和 3年）においては、県平均より高く 7.05件とな

っています。 

 

課題 

●安全で快適な自転車利用環境の整備 

・安全で快適に自転車を利用するためには、自転車通行空間の整備を推進する必要があり

ます。 

●連続した自転車ネットワークの形成 

・国のガイドライン等を踏まえ、自転車通行空間の整備を推進し、連続した自転車ネット

ワークを形成していく必要があります。 

●鉄道駅周辺での自転車通行空間の整備 

・特に自転車での移動が多い鉄道駅周辺において、歩行者との安全により着目した自転車

通行空間の整備を進めていく必要があります。 
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■「駐輪環境整備」から見た現状と課題 

現状等 

◇駐輪環境の整備に関する現状 

・2020年度（令和 2年度）に、施策の実効性をより高めるため、駐輪環境整備についての

実施スケジュールを示した「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実

施計画】」を策定し、既存駐輪施設の機械化などを進めています。 

・当初計画で定めた駐輪施設整備に関する評価指標のうち、「自転車駐輪場所に関する満足

度」については、目標値である「満足度の向上」が図れていない。 

・「自転車の駐輪施設の場所や設備」は、市民から重要な施策だと考えられていますが、「交

通に関する市民意識調査」の結果では、他の項目に比べ満足度が低く、かつ低下してい

ます。 

・駅周辺の駐輪施設の需給バランスをみると、大部分の駅において駐輪施設の供給量が需

要量を上回っているものの、「交通に関する市民意識調査」の結果では駐輪場の不満の要

因として、「駐輪場が足りていない」といった駅周辺の駐輪環境への不満がみられます。 

・近年の電動アシスト自転車や幼児 2 人同乗用自転車の普及から、幅が広く重量も大きい

自転車の駐輪に関する不満がみられます。 

 

課題 

●官民連携した駅周辺等での駐輪環境の整備 

・鉄道駅までの移動や鉄道駅周辺を目的地とする際に安心して駐輪できる駐輪環境を、官

民が連携して整備していく必要があります。 

●駐輪場の質の向上 

・電動アシスト自転車や幼児 2 人同乗用自転車の普及に伴い、幅が広く重量も大きい自転

車でも停めやすいなど、駐輪環境の質の向上が求められています。 
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■「利用促進」から見た課題 

現状等 

◇自転車の利用促進に関する現状 

・本市では、湘南地域の自転車を活用した周遊観光の促進のため、本市を含む湘南地域の 4

市 3町が連携し、シェアサイクルの実証実験事業を実施しています。 

・神奈川県自転車活用推進計画では、自転車活用を通じた未病改善の推進や、観光・サイ

クルスポーツの振興による地域の活性化などを目標に定めています。 

・2021 年（令和 3 年）5 月に、太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルートに指定され

たことを受け、神奈川県自転車活用推進計画では、太平洋岸自転車道の魅力を広く発信

するとともに、太平洋岸自動車道と連携した地域の魅力を感じられるルート設定や情報

発信などを推進していくこととしています。 

・地域防災計画において、災害時における広報・情報提供ツール（伝達手段）として、自転

車の活用が位置づけられています。 

 

課題 

●自転車の利用促進による自転車のメリットの活用 

・自転車の利用には「環境負荷の低減」、「渋滞の緩和」、「健康の増進」、「災害時の移動手段

確保」に繋がるなど様々なメリットがあることから、自転車の利用を促進することが望

まれます。 

●観光や健康づくりなど神奈川県の計画との整合 

・サイクルツーリズムの推進や自転車活用を通じた未病改善など、市民の健康・幸福につ

ながる新たな自転車施策について、検討する必要があります。 
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■「交通ルールの遵守」から見た現状と課題 

現状等 

◇自転車事故に関する現状 

・全事故発生件数に占める自転車事故の割合に増加傾向が見られます。また人口 1 万人当

たりの自転車事故件数は、2021年（令和 3年）においては、県平均より高く 7.05件とな

っています。 

・事故にあった自転車利用者の年齢に着目すると、自転車事故は若い世代の占める割合が

高くなっています。 

・自転車利用者の年齢階層をみると、男性は 15～19 歳、女性は 30～40 歳代の利用が多く

みられます。 

・コロナ禍前は毎年 2 万人以上を対象に交通安全教室を実施してきましたが、コロナ禍に

おいて受講者数は減少しています。 

◇道路交通法の改正や社会状況の変化に応じた対応 

・改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務とな

りました。 

・神奈川県では、自転車の安全適正利用のための取組や促進と自転車損害賠償責任保険等

の加入義務化を柱とした条例を制定しました。 

 

課題 

●自転車事故の削減 

・自転車に関する交通ルールの遵守及びマナーの向上に向け、引き続き安全啓発活動等を

推進していく必要があります。 

●自転車利用や自転車事故が多い世代への安全啓発 

・自転車事故の削減のためには、より多くの市民等に自転車利用に関するルール等の周知

など、安全啓発活動等を推進する必要があります。 

・特に自転車利用者が多い年齢階層や自転車事故が多い年齢階層に向け、安全啓発活動等

を行っていく必要があります。 

●ヘルメットの着用や、自転車損害賠償責任保険等の加入促進 

・ヘルメット着用の促進（努力義務）や自転車損害賠償責任保険等への加入の促進など、

道路交通法の改正など、社会状況の変化に応じた安全啓発活動等を推進していく必要が

あります。 
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5-1 「藤沢市都市交通計画」の概要               

本市では、2014年（平成 26年）に交通に関する基本的な方針である「藤沢市交通マスター

プラン」を策定し、様々な交通施策を進めてきました。 

現行計画の策定から 10年近くが経過する中、交通を取り巻く状況は大きく変化し、従来か

らの課題への対応だけでなく、超高齢社会の更なる進展、新型コロナウイルス感染症により

顕在化したテレワークや EC（E コマース）等の定着により移動が減少するなど新たな課題に

対応し、市民が安心して、暮らすことのできる持続可能な移動環境の構築が求められてきて

います。 

そこで、社会状況の変化に柔軟に対応した交通施策を実施するため、藤沢市都市交通計画

を策定しました。 

 

◇将来交通像 

 

  

 

 

 

テレワークやＥＣの浸透などによって、ライフスタイルが変化したことで、人は

外出しなくても買い物や仕事など一部の目的を達成することができるようになり

ました。 

その結果、本市はここ１０年間人口増加が続いたにも関わらず、超高齢社会の進

展などと相まって移動の総量（発生集中量）が減少するなど、移動の量や質の変化

が生じ、その傾向は新型コロナウイルスの拡大をきっかけに顕在化しています。 

移動せずに目的を達成することが可能となった中でも、人との交流や外に出て行

う余暇活動などによって、家の中では得られない充実感、ウェルビーイングを得る

ことができます。 

将来的には超高齢社会のさらなる進展などにより、通勤目的の移動が減少し、私

事目的の移動が増加すると予想される中、市民のウェルビーイングの向上を目指

し、自家用車に依拠しなくても買い物などを行う生活の拠点、最寄りのバス停、最

寄り駅まで、アクセスできる交通体系の整備によって、市民の外出を促進し、市民

の日常生活における移動を支える持続可能な交通体系の実現を目指します。            
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◇将来交通像を実現するための５つの重要な視点 

 

視点 将来課題 目指す交通像 

外出促進  

利用者減少に伴う公共交通のサ

ービス水準低下、身体的・心理的

健康の悪化 

余暇活動など人の健康・幸福に

つながる移動が促進される交通

環境を目指します 

日常生活  

ライフスタイルやライフステー

ジの変化による移動ニーズの多

様化する中で、生活に不可欠な

移動手段の確保 

生活のための移動（買い物・通勤

など）を支える持続可能な交通

環境を目指します 

都市の活力 

観光需要・経済活動が高まり、

駅・観光地周辺での渋滞問題な

どによる都市活力の低下 

都市拠点の結節機能の強化など

により、都市の活力が更に向上

する交通環境を目指します 

環 境 

自家用車に依拠することによる

脱炭素化の遅延 

人々の移動が環境に悪影響を及

ぼすことのないような交通環境

を目指します 

安全・安心 
大規模災害が発生した際の都市

機能停止の恐れ 

誰もが安全・安心に移動でき、災

害に強い交通環境を目指します 
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図 藤沢市都市交通計画における将来交通像のイメージ 
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5-2 自転車利用の目指す姿                       

藤沢市都市交通計画に即した自転車の活用方針を、「本市が目指す自転車利用の姿」として

まとめます。併せて、自転車活用推進法に基づき策定された国及び県の自転車活用推進計画

を勘案し、本市の実情に応じた自転車の活用方針を加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が目指す自転車利用の姿 

 

 利用環境の整備（自転車通行空間、いつでも安心して自転車を停められる駐輪環

境）、交通ルールの遵守などにより誰もが安全、快適に自転車を利用している。 

 最寄り駅までの移動や、主に地区内移動などの身近な移動を担っている。 

 身近な移動での利用や、公共交通との連携により過度な自動車利用が抑制されて

いる。 

 自転車が利用しやすくなり市民の外出機会が増え、市民の健康増進につながって

いる。 

 自転車（シェアサイクルを含む）で都市拠点内を回遊する市民が増加している。 

 サイクリング環境が充実し、市民や来街者、サイクリスト等がサイクリングを楽

しんでいる。 

 災害時の移動手段として自転車が活用されている。 

藤沢 都   計画 

将   像：                     

 

 

 

自転車活用推進法 

国・県 自転車活用推進計画 

SHARE
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5-3 将来像                        

 

 

 

 

 

自転車の利用は、「環境負荷の低減」、「渋滞の緩和」、「健康の増進」、「災害時の移動

手段確保」に繋がるなど、様々なメリットがあります。 

そこで、誰もが安全に安心して自転車を利用できる環境の整備を進めることで、都

市交通としてより多くの役割を担うとともに、様々な場面において自転車の利用を促

進し、自転車を利用して自由に移動でき、過度に自家用車に頼ることなく、健康で幸

せに暮らせるまちを目指します。 

 

5-4 基本方針                       

5-4-1 将来像を実現するための基本方針 

将来像を実現するためには、自転車通行空間や駐輪施設など、自転車利用環境の整備を進

めるとともに、自転車利用者等が交通ルールを遵守し、マナーを守ることが重要です。 

そのうえで、自転車の利用を促進し、自転車が持つ様々なメリットを活かすことが、いき

いきと健康で幸せに暮らすことに繋がると考えます。  

そこで、将来像の実現を目指し、「自転車の利用環境が整うまちづくり」「自転車を安全に

利用できるまちづくり」「自転車を活用したまちづくり」を基本方針とし、自転車施策を展開

していきます。 

 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車を活かし いきいきと健康で幸せに暮らせるまち 

基本方針１ 自転車の利用環境が整うまちづくり 

基本方針２ 自転車を安全に利用できるまちづくり 

基本方針３ 自転車を活用したまちづくり 
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自転車がもつ様々なメリットを活かすためには、安全かつ快適に「はしる」ことができる

自転車通行空間の整備と自転車ネットワークの形成に加え、目的地において、何時でも「と

める」ことができる駐輪環境整備が不可欠となります。 

そこで、「自転車利用環境の整備」として、安全で快適な自転車通行空間の整備と、鉄道駅

周辺を重点とした、利用者にやさしい駐輪環境づくりを進めます。 

 

  

  

基本方針１ 自転車の利用環境が整うまちづくり 
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誰もが安全に安心して自転車を利用するためには、交通ルールの遵守及びマナーの向上を

図ることが重要です。 

そこで、交通管理者などと連携を図りながら、「自転車安全利用五則」をはじめとする「自

転車利用に関するルール等の周知・啓発」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針２ 自転車を安全に利用できるまちづくり 
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自転車の利用は「環境負荷の低減」「渋滞の緩和」「健康の増進」「災害時の移動手段確保」

に繋がるなど、市民やまちにとって様々なメリットがあります。 

そこで、「自転車利用環境の整備」及び「自転車利用に関するルール等の周知・啓発」に合

わせ、自転車の利用を促進するための取組を推進します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

基本方針３ 自転車を活用したまちづくり 
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5-4-2 重要視する取組の方向性 

3つの基本方針について、施策の方針を定めるにあたり、現状の課題や藤沢市都市交通計画

の視点から、次の項目を重要視する取組の方向性とします。 

 

 

１． 現状の課題に対する重要視する取組の方向性 

 当初計画において定めた評価指標のうち、目標の達成に至らなかった「自転車駐車場所

に関する満足度」及び「自転車の交通事故件数」に着目し、重要視する取組の方向性を定

めます。 

 

（1） 交通に関する市民の意識 

「交通に関する市民意識調査」では、「自転車の駐輪施設の場所や設備についての満足

度」が低いことから、駐輪施設の利便性を高める取組を推進します。 

（2） 自転車事故の削減 

自転車事故の削減が課題であることから、自転車通行空間の整備を促進するととも

に、自転車利用に関するルール等の周知・啓発を推進します。 

 

 

２． 藤沢市都市交通計画において重要視する視点に対する取組の方向性 

 藤沢市都市交通計画における「将来交通像を実現するための 5つの重要な視点」のうち、

「外出促進」「日常生活」に着目し、重要視する取組の方向性を定めます。 

 

（1） 「外出促進」に着目して重要視する取組の方向性 

「健康・幸福につながる移動が促進される交通環境」の実現のため、自転車が利用しや

すい環境の整備に加え、利用を促す取組を推進します。 

（2） 「日常生活」に着目して重要視する取組の方向性 

「生活のための移動を支える持続可能な交通環境」の実現のため、自転車が利用しや

すい環境の整備に加え、自転 車利用ルール等の周知・啓発を推進します。 
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5-5 取組方針と施策                            

基本方針 1 自転車の利用環境が整うまちづくり       

 

 

 

 

 

取組方針 1 安全で快適な自転車通行空間の整備 
     

                                   
 自転車が安全・快適に通行できる環境を整備するため、自転車利用実態や国が示すガイ

ドラインなどを踏まえ、自転車ネットワーク路線を設定し、計画的に自転車通行空間の整

備を推進します。 
      

 

 

 

１ 自転車ネットワーク路線の設定 

    

２ 自転車通行空間の整備 

 

    

 

 

  

施策の方針（１） 自転車ネットワーク路線の設定・整備 

安全で快適な自転車通行空間の整備と、鉄道駅周辺を重点とした、利用者にやさ

しい駐輪環境づくりを進めます。 

施策 

 

【自転車専用通行帯】 【車道混在（矢羽根）】 



      第５章 基本計画 

62 

 

     

                                   
鉄道駅の周辺は、通勤・通学などでの駅利用や駅周辺の商業施設の買い物時の利用など、

様々な目的により多くの人が集まる場所です。 

 このため、自転車の利用者が多い鉄道駅周辺では、幹線道路を中心とした自転車ネット

ワーク路線とは別に、歩行者との安全性により着目した、鉄道駅周辺の自転車ネットワー

ク路線の設定を含む「鉄道駅周辺の自転車走行空間整備計画」を策定し、整備を進めます。 

また、駅前交通広場を中心に、自転車通行可の指定がない歩道において、自転車の押し

歩きを促進します。 

なお、整備対象とする鉄道駅は、自転車の利用者が多い駅のうち、駅前交通広場がある

「藤沢駅」「辻堂駅」「湘南台駅」「長後駅」とし、自転車の利用実態等に変化が生じた場合

は随時対象駅の見直しを行います。 
      

 

 

 

３ 鉄道駅周辺の自転車走行空間整備計画の策定 

    

４ 計画的な鉄道駅周辺の自転車通行空間等の整備 

 

 

 

【ピクトグラム（左側通行）】 

 

 

【押し歩きを促す案内】 

藤沢駅周辺の整備状況 

 

 

  

施策の方針（２） 鉄道駅周辺の自転車通行空間整備 

施策 
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安全・快適な通行空間を確保するための統一的な整備方針である「藤沢市自転車走行空

間のあり方」に基づき自転車通行空間の整備を進めます。 
      

 

 

 

５ 藤沢市の自転車通行空間整備方針に基づく整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市自転車走行空間のあり方 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方針（３） 安全・快適な自転車通行空間の確保 

施策 
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取組方針２ 鉄道駅周辺を重点とした利用者にやさしい駐輪環境づくり 
     

                                   
駐輪需要が高く放置自転車が多い鉄道駅周辺などにおいて、駐輪環境の向上を図るため、

新たな駐輪スペースの確保に努めます。 

また、駅周辺での買い物等に利用可能な駐輪施設の確保を、民間事業者と連携しながら

進めていきます。 
      

 

 

 

６ 自転車利用者が多い鉄道駅周辺における新たな駐輪施設の整備 

    

７ 自転車利用者が多い鉄道駅周辺における民間駐輪施設整備の促進 

    

８ 商店街の活性化を図るための民間駐輪施設整備の促進 

 

 

【藤沢本町駅自転車駐車場】 

 

【湘南台駅東口路上第 1自転車駐車場】 

駐輪施設の整備状況 

 

 

  

施策の方針（１） 新たな駐輪スペースの確保 

施策 
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既存無料駐輪施設の防犯性や利便性の向上を図るため、有料化を伴う整備を検討します。 

また、既存駐輪施設の機械化や、電動アシスト自転車や幼児 2 人同乗用自転車など、大

型で重量のある自転車の普及にあわせた駐輪スペースの広い区画の提供など、既存駐輪施

設の利用環境の向上に努めます。 
      

 

 

 

９ 既存無料駐輪施設の有料化を伴う利用環境の向上 

    

10 既存駐輪施設の利便性を高める方策の検討 

 

 

 

既存無料駐輪場の統廃合による有料化 

 

 

機械化による利便性の向上 

 

 

幅の広い駐輪スペース 

 

 

 

  

【新設】
令和３年１２月　１日　藤沢駅北口路上自転車駐車場供用開始　（収容台数３６台）
【機械化】
令和４年　１月１７日　藤沢駅南口第２自転車駐車場　機械化
令和４年　２月　１日　藤沢駅北口市役所前第１および第２自転車駐車場　機械化

藤沢駅北口路上 新設

藤沢駅南口第２
藤沢駅北口市役所前第２

藤沢駅北口市役所前第1

施策の方針（２） 既存駐輪施設の利用環境の向上 

施策 
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設置から一定期間が過ぎ、老朽化が進んでいる駐輪施設について、施設の安全な利用環

境を確保し、必要な機能を維持するために、各施設の状態を把握した上で、計画的に維持

管理していく方法を検討します。 
      

 

 

 

11 駐輪施設の老朽化対策の検討・実施による長寿命化 

 

 

 

 

     

                                   
鉄道駅の周辺では、自転車の放置による障害を除去することにより、誰もが安全かつ円

滑に通行可能となる歩行空間の確保や、非常時における緊急活動場の確保を図るため、放

置禁止区域における放置自転車の撤去を行います。 
      

 

 

 

12 放置自転車の効果的な撤去の推進 

 

 

放置自転車の撤去 

施策の方針（３） 駐輪施設の老朽化対策・長寿命化 

施策の方針（４） 放置自転車対策の推進 

施策 

 

施策 
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基本方針 2 自転車を安全に利用できるまちづくり                   

 

 

 

 

取組方針１ 交通ルールの遵守・マナーの向上に関する意識の醸成 
     

                                   
自転車の安全な利用に向けては、交通ルールの遵守・マナーの向上を図ることが必要で

す。 

そこで、子どもから高齢者まで幅広い世代に対して、「自転車安全利用五則」などの自転

車利用に関するルール等の周知・啓発に関する取組を推進するとともに、自転車を安全に

利用するため、自転車の点検・整備を促進する取組を進めます。 
      

 

 

 

13 自転車利用ルールの周知・啓発 

    

14 交通安全教室等の推進 

    

15 自転車点検整備の促進 

 

 

  

交通安全教育の実施状況 

  

施策の方針（１） 交通安全啓発活動の充実 

交通管理者などと連携を図りながら、「自転車安全利用五則」をはじめとする「自転

車利用に関するルール等の周知・啓発」を推進します。 

施策 
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自転車通行空間の整備にあわせ、周辺住民等へ自転車の通行に関するルールの周知や、

道路空間を共有する自動車の利用者へ、自転車との安全に配慮した運転に関する周知活動

を推進します。 
      

 

 

 

16 自転車通行空間における安全な通行に関する周知・啓発 

 

 

 

 

  

施策の方針（２） 自転車通行空間整備にあわせた意識の啓発 

施策 
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道路交通法の改正等による、自転車の利用に関する新たなルールなどについて、関係機

関と連携しながら周知及び啓発を行います。 

また、自転車利用者に向けて、自転車と通行空間を共にする新たなモビリティについて

の情報提供を行うなど、交通事故を防ぐ取組を検討していきます。 
      

 

 

 

17 新たな交通ルール等の周知及び啓発活動の推進 

 

 

ヘルメット着用に関するチラシ（神奈川県） 

出典：神奈川県警 

 

施策の方針（３） 社会状況の変化に伴う交通ルール等の周知及び啓発 

施策 
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基本方針 3 自転車を活用したまちづくり                   

 

 

 

 

 

取組方針１ 自転車の利用促進 
     

                                   
モビリティ・マネジメントは、過度な自動車利用から、公共交通や自転車などへの利用

転換を促す交通施策です。この様なモビリティ・マネジメントの取組を推進していくこと

で、多くの人々がより環境にやさしく、健康にもよい交通手段として自転車を選択するよ

う促します。 
      

 

 

 

18 自転車の利用促進を図る取組の推進 

 

 

 

モビリティ・マネジメント 

 

  

交通渋滞、ＣＯ2、交通事故・・・

移動手段のイメージも多様性を！

施策の方針（１） 過度な自動車利用から自転車への転換 

自転車が持つ様々なメリットを活かすため、「自転車利用環境の整備」及び「自転車

利用に関するルール等の周知・啓発」に合わせ、自転車の利用を促進するための取

組を推進します。 

施策 
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まちなかへの自動車の流入を抑制し、公共交通の利用を促進するため、サイクルアンド

バスライド施設の整備を進めます。 

また、回遊性の向上やラストワンマイルを担う都市交通としてシェアサイクルの利用を

促進します。 
      

 

 

 

19 サイクルアンドバスライド施設の整備 

    

20 シェアサイクルの利用促進 

 

 

 

 
市内のサイクルアンドバスライド施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェアサイクルポート 

 

  

施策の方針（２） 公共交通との連携の促進 

施策 

 



      第５章 基本計画 

72 

 

 

     

                                   
有酸素運動による生活習慣病のリスクの低減、筋力強化などによるロコモティブシンド

ロームの予防対策、ストレス解消などメンタルヘルスの改善への効果など、自転車は健康

に良い乗り物と言われています。その自転車の健康面でのメリットなど、自転車を活用し

た健康づくりに関する情報発信を行うことで、未病改善に向けた取組みに自転車を活用し

ていきます。 
      

 

 

 

21 健康増進に繋がる情報の発信 

    

 

ＳＮＳやＨＰでの健康増進に繋がる情報の発信 

 

  

施策の方針（３） 自転車を活用した健康社会の実現 

施策 
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2021 年（令和 3 年）5 月に太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルートに指定された

ことから、関係機関と連携し、利用環境の充実に繋がる取組を推進するほか、地域の魅力

を感じられるサイクリングルートの提案や情報発信を進めます。 
      

 

 

 

22 ナショナルサイクルルートの利用環境の充実 

    

23 サイクリングルートに関する情報発信 

 

 

 
太平洋岸自転車道（ナショナルサイクルルート） 

出典：太平洋岸自転車道ポータルサイト  

施策の方針（４） サイクルツーリズムの推進 

施策 
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自転車は、災害時においても機動的であることから、そのメリットを活かし、災害時に

おける職員の参集手段や情報伝達、被災状況の把握等へ自転車を活用します。 
      

 

 

 

24 災害時における職員の参集手段への活用 

    

25 災害時の情報伝達や被災状況の把握への活用 

 

 

 

 

施策の方針（５） 災害時における自転車の活用 

施策 
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5-6 自転車ネットワーク路線の設定               

■自転車ネットワーク路線の設定 

1. 基本的な方針（はじめに） 

国の自転車活用推進計画では、自転車通行空間の確保に向けては、地域において自転車ネ

ットワークを計画的に整備することが必要であり、地方公共団体の定める自転車活用推進計

画については、自転車ネットワークに関する計画の位置付けの明確化など、自転車活用推進

計画の質の向上が課題として示されています。そこで、本市においても、安全で快適な自転

車通行空間整備のため、自転車ネットワーク路線を設定し、整備を進めます。 

 

2. 当初計画での設定状況 

当初計画では、自転車・ひと・自動車が安全・快適に通行できる環境の創出に向け、自転車

利用実態や都市計画道路の整備状況などを踏まえ、将来を見据えた自転車ネットワーク路線

の設定を行うことを方針として、自転車ネットワーク路線を設定しています。 

 

参考）当初計画における「将来的な自転車ネットワーク路線」の設定 

安全・快適な自転車ネットワークの形成に向けては、現況の自転車利用実態、藤沢市の地形

を踏まえた上で、以下に示す流れに基づき、自転車ネットワーク路線の選定を行い、自転車

の走行空間整備を進めます。 

 

          将来的な自転車ネットワーク路線設定の流れ 
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① 当初計画では、自転車交通量が多い地区間を連絡する、都市計画道路（１２ｍ以上）、市

道（１級・２級）の中から、道路空間の再配分等の可能性を踏まえ、自転車ネットワーク

路線の候補路線を抽出しています。 

 

  

図 自転車ネットワーク候補路線（当初計画） 
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② 「将来的な自転車ネットワーク路線設定の流れ」に基づき、自転車ネットワーク路線の

基準との整合や地形などを踏まえ、藤沢市の将来的な自転車ネットワーク路線を次のと

おり設定しています。 

 

図 将来的な自転車ネットワーク路線（当初計画） 
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3. 自転車ネットワーク路線の追加検討 

 当初計画に定めた「将来的な自転車ネットワーク路線」に加え、自転車の利用実態等から、

自転車ネットワーク路線の追加を検討します。 

① 自転車利用の地区間流動 

I. 自転車交通量の現状 

2018年（平成 30年）の第 6回東京都市圏パーソントリップ調査をみると、次の

地区間の自転車利用が多くみられます。 

 

 

 

 

 

図 代表交通手段の地域別ＯＤ（H30ＰＴ） 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査  

自転車利用が多い地区間 

 鵠沼地区 ⇔ 辻堂地区 六会地区 ⇔ 湘南台地区 藤沢地区 ⇔ 村岡地区 

村岡地区 ⇔ 善行地区 御所見地区 ⇔ 湘南台地区 



        

 

79 

 

 

II. 学校などへのアクセス 

2018年（平成 30年）の第 6回東京都市圏パーソントリップ調査において、自転

車を代表交通手段とする通学目的とした自転車利用は、次の地区間で多くみら

れます。 

 

 

 

  
図 地区間自転車流動（通学目的） 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査  

101～200

201～300

301～400

401～500

501以上

凡例（トリップ）

101～200

201～300

301～400

401以上

長後地区

御所見地区

湘南台地区

遠藤地区

六会地区

善行地区湘南大庭地区

明治地区

辻堂地区

鵠沼地区

片瀬地区

村岡地区

藤沢地区

通学目的で、自転車利用が多い地区間 

 六会地区⇔遠藤地区 善行地区⇔湘南大庭地区 藤沢地区 ⇔ 村岡地区 

 辻堂地区 ⇔ 鵠沼地区 
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III. 商業施設へのアクセス 

2018年（平成 30年）の第 6回東京都市圏パーソントリップ調査において、自転

車を代表交通手段とする買い物目的とした自転車利用は、次の地区間で多くみ

られます。 

 

 

 

 

図 地区間自転車流動（買い物目的） 

出典：第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 

  

凡例（トリップ）

51～200

201～400

401～600

601～800

801以上

長後地区

御所見地区

湘南台地区

遠藤地区

六会地区

善行地区

湘南大庭地区

明治地区

辻堂地区
鵠沼地区

片瀬地区

村岡地区

藤沢地区

51～200

201～400

401～600

601～800

801以上

買い物目的で、自転車利用が多い地区間 

 湘南台地区 ⇔ 六会地区 藤沢地区 ⇔ 村岡地区 藤沢地区 ⇔ 鵠沼地区 
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② 観光・レジャーの視点 

本市では、境川沿いに藤沢大和自転車道が自転車歩行者専用道として整備され

ています。また、南部では国道 134号が太平洋岸自転車道として、ナショナルサイ

クルルートに指定されています。 

 

 

 

 

図 自転車ネットワーク路線と観光資源の立地状況 

出典：藤沢市観光協会ホームページに記載の観光スポット 

 

  

凡例 
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4. 自転車ネットワーク路線の設定 

① 当初計画の「将来的な自転車ネットワーク路線」に加え、次の路線を新たに自転車ネ

ットワーク路線に指定します。 

 

a （仮称）遠藤葛原線 

〈選定理由〉 

 「①-Ⅰ自転車交通量の現状」では、御所見地区と湘南台地区の間で自転車利

用が多く見られることから、当初計画で定めた自転車ネットワーク路線と連携

し、地区間のアクセス性の向上を図るため、新たに指定するものです。 

 

b 藤沢石川線 

〈選定理由〉 

 「①-Ⅱ学校などへのアクセス」では、善行地区と湘南大庭地区の間で自転車

利用が多く見られます。また、「①-Ⅰ自転車交通量の現状」では湘南大庭地区

と善行駅や藤沢本町駅など、小田急線方面との間の自転車利用の増加がみられ

ることから、新たに指定するものです。 

 

c 県道 30 号（戸塚茅ヶ崎） 

〈選定理由〉 

 太平洋岸自転車道（国道 134号）がナショナルサイクルルートに指定されたこ

とから、茅ケ崎市との境の区間を自転車ネットワークに追加することで、県道

30 号を経由して本市内へ至る、自転車ネットワークが形成可能となり、広域

路線とのアクセス性の向上に繋がることから新たに指定するものです。 

 

d 村岡新駅南口通り線 

〈選定理由〉 

 「鉄道駅へのアクセス路線」として、（仮称）村岡新駅への自転車によるアク

セス性の向上を図るため、新たに指定するものです。 
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図 自転車ネットワーク路線の追加路線 

 

なお、当初計画で「将来ネットワーク路線」として図示されていた本市域外の部分については、

本市の自転車ネットワーク路線として位置付けないものとします。 

  

凡例

：当初計画の自転車ネットワーク

：追加路線
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5. まとめ 

 本市の自転車ネットワーク路線は次のとおりとします。 

  

図 本市の自転車ネットワーク路線 

※「地理院地図 淡色地図」（国土地理院）をもとに作成 

 

 

 

  

凡例

：自転車ネットワーク路線
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■自転車ネットワーク路線の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本市の自転車ネットワーク路線の一覧 
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6. 鉄道駅周辺の自転車通行空間の整備 

① 整備の方針 

鉄道駅周辺は、鉄道駅やその周辺の施設を目的地とする多くの人が、様々な交通手段

で訪れる場所であるとともに、自転車と歩行者、自転車と自動車などの錯綜がみられる

場所でもあります。 

そこで、自転車の通行環境の向上や歩行者の安全性の向上の観点から、鉄道駅周辺の

自転車通行空間を整備します。 

 

② 対象とする鉄道駅 

当初計画では、自転車利用者が特に多い、「藤沢駅」、「辻堂駅」、「湘南台駅」及び「長

後駅」を「重点とする鉄道駅」として位置付けました。 

第 3章に示す「駅別端末自転車交通量」を加味し、自転車利用が多い鉄道駅のうち、駅

前交通広場を有する「藤沢駅」、「辻堂駅」、「湘南台駅」及び「長後駅」を、引き続き、鉄

道駅周辺の自転車通行空間の整備の対象とします。 
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第６章 中短期で取り組む施策 
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6-1 中短期で取り組む施策                    

3 つの基本方針毎に定めた施策について、今後、概ね 10 年間で実施する取組を「中短期

で取り組む施策」として位置付けます。 

 

基本方針１ 自転車の利用環境が整うまちづくり                

取組方針１ 安全で快適な自転車通行空間の整備 
     

  

１ 自転車ネットワーク路線の設定 

 東京都市圏パーソントリップ調査等により把握した自転車利用実態や、国のガイド

ライン等を基に、第５章に示すとおり、本市の自転車ネットワーク路線を設定しま

す。 

 自転車ネットワーク路線は、自転車利用実態や社会状況に大きな変化が生じた際は、

現状に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

２ 自転車通行空間の整備 

 安全で快適な自転車ネットワークの形成に向け、自転車ネットワーク路線の自転車

通行空間整備を推進します。 

 「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】」に示す自転車

通行空間の実施スケジュールに基づき、関係機関との調整を図りつつ自転車ネット

ワーク路線の自転車通行空間整備を推進します。 

 広域的な自転車ネットワークを形成するためには、国道や県道もあわせて自転車通

行空間の整備を進める必要があることから、関係機関との調整を進めます。 

 

 

  

施策の方針（１） 自転車ネットワーク路線の設定・整備 
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３ 鉄道駅周辺の自転車走行空間整備計画の策定 

 自転車利用者が多い鉄道駅の周辺において、歩行者との安全性により着目した鉄道

駅周辺の自転車ネットワーク路線の設定を含む、「鉄道駅周辺の自転車走行空間整備

計画」の策定を進めます。 

 藤沢駅及び辻堂駅周辺に続き、湘南台駅及び長後駅周辺について、「鉄道駅周辺の自

転車走行空間整備計画」の策定を進めます。 

 

 

４ 計画的な鉄道駅周辺の自転車通行空間等の整備 

 「鉄道駅周辺の自転車走行空間整備計画」に基づき、鉄道駅周辺の自転車通行空間

整備を進めます。 

 「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】」に示す実施ス

ケジュールに基づき、鉄道駅周辺の自転車通行空間整備を進めます。 

 

 
 

 

５ 藤沢市の自転車通行空間整備方針に基づく整備 

 自転車通行空間の整備形態の選択など、統一した整備方法の考え方を取りまとめた

「藤沢市自転車走行空間のあり方」に基づき、自転車通行空間整備を進めます。 

 「藤沢市自転車走行空間のあり方」は、国のガイドラインの見直しなど、社会状況等

に変化が生じた際は、必要に応じて見直しを行います。 

   

 

 

 

  

施策の方針（２） 鉄道駅周辺の自転車通行空間整備 

施策の方針（３） 安全・快適な自転車通行空間の確保 
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取組方針２ 鉄道駅周辺を重点とした利用者にやさしい駐輪環境づくり 
     

 

６ 自転車利用者が多い鉄道駅周辺における新たな駐輪施設の整備 

 駐輪需要の高い藤沢駅南口周辺において、駐輪施設の整備を進めることで、収容台

数の増加を目指します。 

 本鵠沼駅周辺では、公共施設の建替えにあわせた駐輪施設の整備を進めます。 

 「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】」に示すスケジ

ュールに基づき、新たな駐輪スペースの確保に取り組みます。 

 

 

７ 自転車利用者が多い鉄道駅周辺における民間駐輪施設整備の促進 

 「藤沢市特定開発等に係る手続及び基準に関する条例」に規定する整備基準に基づ

き、駐輪施設の整備を促進します。 

 多くの駐輪需要がある鉄道、商業施設事業者との協力関係の強化に努めるとともに、

施設更新時などにおける駐輪施設の整備について、働きかけを行います。 

 民間駐輪事業者への施設整備の働きかけや補助制度による支援を引き続き進め、駐

輪施設整備を促進します。 

 

 

８ 商店街の活性化を図るための民間駐輪施設整備の促進 

 商店街団体が来街者の利便性の向上を図り、商店街の活性化を目的とした駐輪施設

の整備に対し、補助制度に基づいて支援を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方針（１） 新たな駐輪スペースの確保 
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９ 既存無料駐輪施設の有料化を伴う利用環境の向上 

 藤沢本町駅周辺において、道路改良工事の進捗にあわせて、既存駐輪施設の防犯性

や利便性を向上させるため、有料化を伴う駐輪施設の整備を進めます。また、鵠沼

駅周辺及び湘南海岸公園周辺については、他の有料化した施設の利用率や放置自転

車の状況等を考慮しながら、有料化に向けた検討を進めます。 

 ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】に示すスケジュ

ールに基づき、有料化を伴う利用環境の向上に取り組みます。 

 

    

10 既存駐輪施設の利便性を高める方策の検討 

 藤沢駅、辻堂駅及び六会日大前駅周辺において、場内整理や清算などの管理を有人

で行っている施設を対象に、収容時の労力軽減や処理能力の強化などを目的として、

ゲートの設置などによる機械化の検討や整備を進めます。また、指定管理者による

施設の効率的な管理運営を引き続き行い、サービスの向上を図ります。 

 電動アシスト自転車や幼児 2 人同乗用自転車など、大型で重量のある自転車でも停

めやすい駐輪スペースの拡充を行うなど、駐輪ニーズへの対応を推進します。 

 

 

 

11 駐輪施設の老朽化対策の検討・実施による長寿命化 

 駐輪施設の老朽化対策を検討、実施することで、施設の長寿命化を進めます。 

 

 

      

12 放置自転車の効果的な撤去の推進 

 放置禁止区域を中心とした、放置自転車の効率的な撤去を行い、誰もが安全かつ快

適に通行可能な歩行空間及び非常時における緊急活動の場の確保を図ります。 

 

 

 

施策の方針（２） 既存駐輪施設の利用環境の向上 

施策の方針（３） 駐輪施設の老朽化対策・長寿命化 

施策の方針（４） 放置自転車対策の推進 
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基本方針２ 自転車が安全に利用できるまちづくり               

取組方針１ 交通ルールの遵守・マナーの向上に関する意識の醸成 
     

 

13 自転車利用ルールの周知・啓発 

 自転車安全利用五則に基づき、自転車は原則車道の左側通行であることや例外的に

歩道通行する場合は歩行者優先で徐行することなど、自転車を利用する際のルール

等について、道路を利用するすべての人に対して、地域、学校、交通管理者など関係

者と連携しながら、周知・啓発を進めます。 

 

 

14 交通安全教室等の推進 

 藤沢市が主催するイベント、地域で行う祭り、商業施設での各種イベントなどの機

会において、スケアードストレイトを中心とした交通安全啓発活動を推進していき

ます。 

 通学時に自転車を多く利用すると想定される学生を対象に、自転車の安全利用に関

するリーフレットの配布等の交通安全教育を進めます。 

 幼稚園、保育園、学校や地域及び高齢者に対し、関係団体と協力し、交通安全啓発活

動を推進していきます。 

 より幅広い世代への啓発を図るため、デジタルコンテンツを活用した新たな安全啓

発活動を推進します。 

 

 

15 自転車点検整備の促進 

 整備不良による事故を防止するなど、自転車を安全に利用するため、自転車の点検・

整備を促進する取組を推進します。 

 

  

施策の方針（１） 交通安全啓発活動の充実 
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16 自転車通行空間における安全な通行に関する周知・啓発 

 自転車通行空間の整備にあわせ、関係機関と連携しながら周辺住民等へ自転車の通

行に関するルール等の周知を進めます。 

 関係機関と連携し、道路空間を共有する自動車利用者に向け、自転車との安全性に

関する周知活動を進めます。 

 

 

自転車通行空間整備にあわせた交通ルールの周知例 

 

 

  

施策の方針（２） 自転車通行空間整備にあわせた意識の啓発 
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17 新たな交通ルール等の周知及び啓発活動の推進 

 自転車利用に関する交通ルールなどについて、交通管理者など関係機関と連携し、

問合せへの対応の充実を図ります。 

 「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の策定を受け、交通安

全教室や各種イベントなどの機会において、自転車の利用による事故を補償する自

転車損害賠償責任保険等への加入についての周知を推進します。 

 改正道路交通法の施行により、全ての自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務

化されたことから、啓発活動を推進するとともに、ヘルメットの着用率の向上に繋

がる取組を検討します。 

 自転車利用者に対して、特定小型原動機付自転車などの自転車と通行空間を共にす

る新たなモビリティに関する情報の周知を推進します。 

 

 

 

図 自転車事故での死者の損傷部位（過去 5年） 

出典：神奈川県警察 

 

 

 

頭, 72%
胸, 14%

首, 6%

その他, 

8%

n=72

施策の方針（３） 社会状況の変化に伴う交通ルール等の周知及び啓発 
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基本方針３ 自転車を活用したまちづくり               

取組方針１ 自転車の利用促進 
     

   

18 自転車の利用促進を図る取組の推進 

 学校教育・住民・企業等を対象に、過度な自動車利用から、環境負荷の小さい公共交

通や自転車などへの利用転換を促すモビリティ・マネジメントの取組を関係機関と

連携し、推進します。 

 

 

19 サイクルアンドバスライド施設の整備 

 まちなかへの自動車の流入の抑制や、公共交通の利用促進のため、バス停近くにサ

イクルアンドバスライド施設の整備を進めます。 

 様々な交通モードの接続・乗換拠点である「モビリティ・ハブの整備」において、サ

イクルアンドバスライド施設を活用した、自転車と公共交通の連携を推進します。 

 既存施設の利用を促進するため、利用者の増加に繋がる周知活動等の取組を推進し

ます。 

 

20 シェアサイクルの利用促進 

 自宅から目的地はもとより、駅などの出先から次の目的地への移動など、必要な時

に利用可能なラストワンマイルを担う都市交通として、シェアサイクルの利用を促

進します。 

 「モビリティ・ハブの整備」や MaaSをはじめとした「ICT（情報通信技術）を活用し

た交通環境の整備促進」などに、シェアサイクルの活用を推進します。 

 シェアサイクルの活用に向け、現在実施中の湘南地域シェアサイクル広域周遊観光

実証実験事業について、利用状況の把握などの検証を進めます。 

 

シェアサイクルのポートの様子  

施策の方針（１） 過度な自動車利用から自転車への転換 

施策の方針（２） 公共交通との連携の促進 
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21 健康増進に繋がる情報の発信 

 有酸素運動による生活習慣病の予防やメンタルヘルスの改善への効果など、自転車

と健康づくりに関する情報を発信することで、未病改善に向けた取組に自転車を活

用します。 

 より多くの市民等へ情報を発信するため、SNS など様々な方法を活用した情報発信

を推進します。 

 

 
 

 

22 ナショナルサイクルルートの利用環境の充実 

 ナショナルサイクルルートに指定された太平洋岸自転車道の利用環境の充実を、関

係機関と連携し進めます。 

 

 

23 サイクリングルートに関する情報発信 

 関係機関と連携し、太平洋岸自転車道と連携した地域の魅力を感じられるサイクリ

ングルートの提案や情報発信を進めます。 

 

 

 

図 案内看板の設置イメージ 

 

図 サイクリングルートの例 

出典：神奈川県自転車活用推進計画 

 

  

施策の方針（３） 自転車を活用した健康社会の実現 

施策の方針（４） サイクルツーリズムの推進 
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24 災害時における職員の参集手段への活用 

 災害発生時は公共交通の不通など、あらゆる交通遮断が想定されるため、機動的な

移動手段である自転車を職員の参集手段に活用します。 

 

 

25 災害時の情報伝達や被災状況の把握への活用 

 災害発生時は道路の閉塞などの交通遮断が想定されるなかで、情報を迅速かつ的確

に入手することが重要となります。そこで、災害の状況に応じて活用が可能な、機動

的な移動手段として自転車を活用します。 

 

施策の方針（５） 災害時における自転車の活用 
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7-1 進行管理と定期的な見直しの考え方                

計画を推進するためには、定期的に施策の進捗状況を把握するとともに、明らかになっ

た課題に対応するよう見直しを行い改善を図る、PDCA サイクルを用いて進行管理を行いま

す。 

また、社会状況や市民ニーズの変化に対応するために、交通に関する市民意識調査等を

行い、計画の進行管理を行っていきます。 

なお、中短期的な自転車施策の進捗や、社会状況に大きな変化が生じた場合、また、藤沢

市都市交通計画及び国や県の自転車活用推進計画が大幅に見直された際には、ふじさわサ

イクルプランの見直しを行うものとします。 

 

■PDCA サイクルによる進行管理のイメージ 
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7-2 目標達成状況の評価指標設定               

計画の実現に向けた取組の進捗状況や効果を確認・評価するため、評価指標を設定し、

進行管理を行います。 

評価指標は、定期的にデータが取得可能なものとし、施策の進捗状況を確認する「取組

指標（アウトプット指標）」と、効果を把握する「成果指標（アウトカム指標）」を基本方針

毎に設定します。 

 

■取組指標 

 基本方針毎に、進捗状況の把握に用いる施策の方針を選定し、取組指標（アウトプット指

標）を設定します。 

 

【取組指標】 

基本方針１ 自転車の利用環境が整うまちづくり 

 

※ 現状値は、「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】」の第１期での整備実績。（市管理施設） 

※ 目標値は、「ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）【実施計画】」に示す整備目標。（市管理施設） 

 

基本方針２ 自転車を安全に利用できるまちづくり 

 

※ 現状値は、2022年度（令和 4年度）の交通安全教室の開催実績。 

 

基本方針３ 自転車を活用したまちづくり 

 

※ 現状値は、2023年（令和 5年）9月時点の箇所数。 

 

鉄道駅周辺を重点とした
利用者にやさしい
駐輪環境づくり

機械化の実施箇所数 6箇所 実施計画の目標値による

既存駐輪施設の利用環境の向上

有料化の実施箇所数 3箇所 実施計画の目標値による

新たな駐輪スペースの確保
新たな駐輪施設の整備箇所数
（新設・増設）

0 実施計画の目標値による

鉄道駅周辺の自転車通行空間整備 整備箇所数（駅数） 1箇所 実施計画の目標値による

安全で快適な
自転車通行空間の整備

自転車ネットワーク路線の設定・
整備

自転車通行空間の整備延長 3.3ｋｍ 実施計画の目標値による

取組方針 施策の方針 取組指標（アウトプット） 現状 目標

交通ルールの遵守・マナーの向
上に関する意識の醸成

交通安全啓発活動の充実 交通安全教室の開催数 201回 220回

取組方針 施策の方針 取組指標（アウトプット） 現状 目標

増加を目指す

８箇所

自転車の利用促進 公共交通との連携の促進

サイクルアンドバスライド施設の
箇所数

４箇所

シェアサイクルポートの箇所数 12７箇所

取組方針 施策の方針 取組指標（アウトプット） 現状 目標
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■成果指標 

実施した施策の効果を把握するため、各基本方針の取組方針毎に成果指標（アウトカム指

標）を設定します。 

 

 

基本方針１ 自転車の利用環境が整うまちづくり 

 

※ 現状値は、2023年度（令和 5年度）に実施した「交通に関する市民意識調査」の結果。 

 

基本方針２ 自転車を安全に利用できるまちづくり 

 

※ 現状値は、2022年（令和 4年）の全事故発生件数に占める自転車事故件数の割合。（藤沢市内の交通事故統計より） 

 

基本方針３ 自転車を活用したまちづくり 

 

※ 現状値は、2023年度（令和 5年度）に実施した「交通に関する市民意識調査」の結果。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅周辺を重点とした利用者にや
さしい駐輪環境づくり

自転車の駐輪施設の場所や設備の満足度 15.1% 向上を目指す

取組方針 成果指標（アウトカム） 現状 目標

安全で快適な自転車通行空間整備 自転車の走りやすさの満足度 14.5% 向上を目指す

取組方針 成果指標（アウトカム） 現状 目標

交通ルールの遵守・マナーの向上に関する意
識の醸成

自転車関連事故の割合 32.8% 改善を目指す

自転車の利用促進 週１回以上自転車に乗る人の割合 35.4% 向上を目指す

取組方針 成果指標（アウトカム） 現状 目標
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7-3 計画の実現に向けた進行管理体制及び推進体制                   

（1）進行管理体制 

市民、学識経験者、関係機関（商工関係者、交通事業者、交通管理者）、行政などにより

構成する「ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会」を通じ、計画の進行管理や評価、見直

しの検討に関する協議を行います。 

 

（2）推進体制 

市民、関係機関等及び行政の 3者が協働・連携し、計画の実現に向けた取組を進めます。 

 

 

■推進体制のイメージ 

 

 

 

協働・連携

市 民

関係機関等 行 政
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【あ行】 

●安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹

底等を進められるよう、2012 年（平成 24 年）11 月に国土交通省道路局と警察庁交通局がと

りまとめ策定したもの。2016年（平成 28年）7月に一部改定された。 

 

【さ行】 

●サイクルアンドバスライド施設 

 まちなかへの自動車の流入を抑制して、公共交通の利用を促進するために、自転車でバス

停まで移動し、バスに乗り換えが出来るよう、バス利用者を対象に整備する駐輪施設のこと。 

 

●シェアサイクル 

相互利用可能な複数のシェアサイクルポートが設置された、面的な都市交通に供されるシ

ステムのこと。 

 

●自転車 

道路交通法に規定される「普通自転車」をいう。車体の大きさ及び構造が内閣府令で定め

る基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものをいう。 

  「内閣府令で定める基準」としては、次のように規定されている。 

 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 

  イ 長さ 190 センチメートル 

  ロ 幅 60センチメートル 

 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 

  イ 側車を付していないこと。 

  ロ 一の運転者席以外の乗車装置（幼児用座席を除く。）を備えていないこと。 

  ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 

  ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 

 ※原動機付自転車 

内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レー

ル又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障がい者用の車いす及び歩行補

助車等以外のものをいう。 

 ※自動二輪 

  道路交通法に規定される車両区分で、大型自動二輪車及び普通自動二輪車のこと。 
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●自転車専用通行帯（道路交通法） 

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により通行の区分が指定され

ているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 

 

●自転車通行空間 

 自転車が通行するための道路、又は道路の部分をいう。 

 ふじさわサイクルプランの当初計画では「走行空間」の表記を用いており、計画の名称な

どで、一部「走行空間」の表記を用いている。今後は「通行空間」に統一を図る。 

 

●自転車道（道路交通法・道路構造令） 

自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画さ

れた車道の部分をいう。自転車道のある道路では、自転車は自転車道を通行しなければなら

ない。児童（6歳以上 13歳未満）及び幼児（6歳未満）、70歳以上の高齢者などは除く。 

 

●自転車歩行者道（道路構造令） 

専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線またはさくその他これに類する

工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。なお、道路交通法上は、自転車歩行者

道という定義はなく、「歩道」として扱われる。 

 ※例外的に歩道を通行できる場合 

児童及び幼児、高齢者、安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障がいと

して内閣府令で定めるものを有する者であるとき。また、通行の安全を確保するため、歩道

を通行することがやむを得ないと認められるとき。 

 

●自転車歩行者専用道 

自転車と歩行者の一般交通用の道路または道路の部分（当該道路の他の部分と構造的に分

離されているものに限ります。）のこと。独立して設けられる専用道路のこと。 

 

●市道（1級・2級） 

基幹的道路網を形成するのに必要な道路で、都市計画決定された幹線道路や補助幹線道路。 

 

●車道混在 

自転車と自動車が道路上で混在して走行すること。 

 

【た行】 

●代表交通手段 

人が移動するときに、鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩などいくつかの交通手段を用いた

場合、主に利用する交通手段のことをいう。 
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●テレワーク 

ICT（情報通信技術）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

 

 

●東京都市圏 

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県南部は、そこに住む人々の生活や活動の場

であり、我が国の政治、経済、文化の中枢的な役割を果たしている都市圏。 

 

●東京都市圏パーソントリップ調査 

東京都市圏を調査範囲とした、「どのような人が」「どのような目的で」「どこからどこへ」

「どのような交通手段で」移動したかなどを 10年に一度調べるもの。 

 

●都市計画道路 

都市計画法に基づいて経路、幅員などが決定された、市町村道から国道までの基幹的道路

のこと。 

 

●トリップ 

トリップとは、人がある目的をもって、「出発地」から「目的地」へと移動する単位。 

 

【は行】 

 

●放置禁止区域 

放置自転車を撤去できる区域のことであり、藤沢市では、藤沢、辻堂、湘南台、六会日大

前、長後、鵠沼海岸、善行の 7駅に放置禁止区域を指定している。 

 

【ま行】 

●目的構成 

  ●自宅から出発するトリップ 

  ・「通勤」：自宅から勤務先への移動 

  ・「通学」：自宅から通学先への移動 

  ・「自宅－業務」：自宅から出張や打合せ先、作業場等への移動 

  ・「自宅－私事」：自宅から買物や通院、習い事、レジャー、送迎への移動 

 ●自宅外から出発するトリップ 

  ・「勤務・業務」：勤務先等の自宅外からの出張や打合せ先、作業場等への移動 

  ・「その他私事」： 勤務先等の自宅外から買物や通院、習い事、レジャー、送迎への移動

（買回り行動も含まれる） 

  ・「帰宅」：勤務先等の自宅外から自宅への移動 
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●モビリティ・ハブ 

様々な交通モードの接続・乗換拠点。 

 

●モビリティ・マネジメント（MM） 

一人ひとりの交通行動を自動車から公共交通や自転車利用へ自発的に転換することを促す

コミュニケーションを中心とした交通施策。 

 

【や行】 

●幼児 2人同乗用自転車 

必要な構造又は装置を有するなど、幼児二人同乗用自転車安全基準を満たし、幼児二人が

同乗できる座席を備えた自転車。16 歳以上の運転者が、6 歳未満の幼児二人を乗車させるこ

とができる。 

 

 

【英数字】 

●EC 

 電子商取引(Electronic Commerce)。インターネット上で行われる物やサービスの取引のこ

と。 

 

●MaaS 

一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サ

ービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、移動の利便

性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるもの（Mobility as a Service）。 

 

●PDCA サイクル 

プロジェクトの実行に際し、「計画をたて（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基づ

いて改善（Action）を行う、という工程を継続的に繰り返す」仕組み（考え方）。 
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